
車　両　仕　様　書 

物 件 名　令和８年度公用車購入事業　ワゴン車（ハイブリッド） 

納入場所　太子町役場 

納入期限　令和８年１１月４日まで 

 

 
車　  種

ワゴン車（ハイブリット） 
〈想定車種〉トヨタ：ノア・ヴォクシー、日産：セレナ、 

ホンダ：ステップワゴン　

 
数　　量 １　台

 
区　分

新車（道路運送車両法第 60 条第 1項又は第 97条の 3第 1項の規定による車

両番号の指定を受けたことのない自動車）であること。

 車両製造年 令和 8年に製造された車両

 排出ガス基準 道路運送車両法に基づく最新の排出ガス規制に適合していること

 燃費基準 省エネ法に基づく最新の燃費基準（WLTC モード）に適合していること

 総排気量 2000cc 以下

 エンジン ハイブリッド(e:HEV、e-POWER でも可) 

 ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 国内(右ハンドル）のＡＴ限定免許で運転できるもの

 駆動方式 ２ＷＤ

 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン

 車 体 色 ブラック

 乗車定員 7 名

 ド ア 数 ５枚(後方ドアを含む）

 

装 備 品 

 

※標準もしくは 

 オプションで 

  装備､装着し 

ていること

前席オートカーエアコン、

 パワーステアリング

 パワーウインドウ

 パワードアロック

 運転席・助手席 ＳＲＳエアバッグ

 衝突被害軽減ブレーキ

 AM/FM チューナー付きラジオ

 カーナビゲーション（バックカメラ機能を有するもの、通信等により地図情報が更新

可能、Bluetooth 対応（ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ､ｵｰﾃﾞｨｵ再生）、USB 入力（給電）、TV チューナなし（受信

不可（NHK 受信料支払いの必要がないもの））。

 バックモニター

 集中ドアロック（キーレスエントリー）

 オートスライドドア（両側）



 

 キャプテンシート（セカンドシート）

 電動ドアミラー

 AC100v コンセント 
※オプションにないときは付属品に該当車両で使用可能な AC100V インバー
タを追加。

 ＥＴＣ2.0 車載器（セットアップ含む）

 ドライブレコーダー（前後方撮影）、ﾏｲｸﾛＳＤ(16GB 以上)カード対応 
(録画データはパソコンで再生可能）１枚※取付手数料含む

 オールシーズンタイヤ

 専用フロアマット

 サイドバイザー

 保安ツールセット（三角停止表示板、ジャンプスターター）

 工具等一式（標準装備品）

 
保証・維持管理

・メーカー新車保証が付帯していること 

・納車後１か月の点検とエンジンオイル交換を付帯すること　

 

 

経費の負担

（諸経費等の費用は、受注者が負担するものとする）

 ・新車登録手続きに要する費用

 ・指定納車場所までの納入に要する費用

 ・その他納車に必要な諸経費　(法廷手数料を含む）

 ・元自動車の下取り又は廃車にかかる費用

 

入札金額

・入札金額は、車両本体費（装備及び付属品等）、納車費用（登録費、納
車費、車庫証明手続き費用等）及び法廷手数料（検査登録手続き費用、印
紙代、リサイクル預託金）、から下取り価格を（諸費用を含む）を差し引
いた金額とする

 ・下取り金額が無い場合は、廃車するものとし廃車にかかる費用を含む

 ・入札書の提出時に「事業費等内訳総括表」を提出すること 

「事業費等内訳総括表」は、費目により全ての内訳を記載すること

 ・自動車重量税の納付、自賠責保険料の加入は、納入者の立替払いで行い、

入札金額に含まない（車両代金請求時に、別途請求することができる。）

 下取車両 下取り車両については、下記４，に記載の通りとする

 

 

そ　の　他 

・納入期限の１ヶ月前から納入期限までの間に納入すること

 ・納車時に取り扱い説明を実施すること

 ・本仕様書に記載されていない事項であって、納入車両メーカーカタログ

等に記載されている装備品及び、当然必要と思われるものについては装備

する

 ・本仕様書に定めのない事項や記載された事項の解釈について、疑義不明

が生じたときは、別途協議するものとする

 ・本仕様書等の内容について本業務に適用なき項目は、協議又は申し出に

より削除する



２、諸経費など 

「事業費等内訳総括表」には、車両本体費　納車費用にかかる諸経費を含めること。また、

消費税非課税の法廷手数料等（検査・登録費用（印紙代）、リサイクル預託金、等）は、分けて

明記すること。 
なお、「事業費等内訳総括表」に、自動車重量税、自賠責保険料を含まない。（契約金額に含

まない） 
 

３、その他 

自動車重量税の納税及び、自賠責保険料の加入は、納入者が手続きを行った上で立て替えて支

払い、車両代金請求時に契約金額とは別に請求することができる。 

 

４、下取り車両 

○トヨタ エスティマ　１台　 

・走行距離 78,568km（令和８年４月１日現在） 

・初年度検査年月　平成 23 年 11 月 

・検査有効期間の満了する日　令和８年 11月５日 

・所有者　太子町役場（南河内郡太子町山田 88） 

・使用の本拠の位置　同上 

・普通自動車種別　普通 

・用途　乗用　自家用 

・車体の形状　ステーションワゴン 

・車名　トヨタ　 

・型式　DAA-AHR20W 

・原動機の型式　2AZ-2JM-2FM 

・型式指定番号　15327 

・類別区分番号　0290 

 ○処分方法 

　・下取りは公用車の更新に伴う上記車両の処分とし、消費税課税の対象外とする。 

　・上記車両を実勢下取り価格において下取りすること。 

・上記車両については、名義変更又は登録抹消を確認できる書類（写し）を提出すること。ま

た廃車する場合は、廃車証明書を提出すること。 


